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市制施行５０周年を記念し、本市の名誉市民
である宮崎駿氏（スタジオジブリ）に描いてい
ただいた市のイメージキャラクターです。
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主
な
内
容

◆福祉のひろば
生活支援員養成講座、お
としより無料入浴デー、
障がいに関するシンボル
マーク　ほか …８面

◆健康ガイド
健康講演会不眠とこころ
の不調、こどもクッキン
グ、５歳児親子歯科教室
ほか …９面

世
帯
と
人
口

２９.２.１現在

※　世帯数および人口は、住民基本台帳によるものであり、
外国人住民の方を含みます。（　）内は前月比

世帯数 ５８,８６２ （３３増） 男 ５９,０９４ （２１増）
人　口 １１９,４２３ （６４増） 女 ６０,３２９ （４３増）

◆催し
江戸東京「こがねいまち
ナビ」スタンプラリー、
ジュニア春休み水泳教室
ほか …１１・１２面

◆お知らせ
行財政改革プラン２０２０（案）パブ
リックコメント、平成２９年度保育施
設等の利用申請二次募集受付、春の
火災予防運動　ほか …２〜７面

〈
申
告
に
必
要
な
書
類
〉

▽　

収
入
金
額
を
証
明
で
き
る
書

類
（
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
、
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
な
ど
）

▽　

所
得
金
額
を
算
出
す
る
際
に

使
用
し
た
収
入
お
よ
び
経
費
を

証
明
で
き
る
書
類
（
収
支
内
訳

書
な
ど
）

〈
各
種
控
除
の
あ
る
方
〉

　

社
会
保
険
料
・
医
療
費
・
寡
婦

（
寡
夫
）・
障
害
者
な
ど
の
諸
控
除

が
あ
る
方
は
、
所
得
税
の
確
定
申

告
や
市
・
都
民
税
の
申
告
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

所
得
税
の
還
付
や
、市
・
都
民
税
が

軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
国
民
年
金
保
険
料
に

係
る
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保

険
料
・
地
震
保
険
料
控
除
、
医
療

費
控
除
、
寄
附
金
税
額
控
除
等
を

受
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
証

明
書
・
領
収
書
が
必
要
で
す
。

（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

〈
申
告
書
の
提
出
は 

郵
送
で
も
行
え
ま
す
〉

　

申
告
書
の
「
控
」
が
必
要
な
方

は
、
切
手
を 
貼 
り
、
あ
て
先
を
明

は

記
し
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

【
市
・
都
民
税
】

　

封
筒
の
表
に
、
赤
字
で
「
市
・

都
民
税
申
告
書
在
中
」と
明
記
し
、

市
民
税
課
へ
。

【
所
得
税
】

　

封
筒
の
表
に
、
「
確
定
申
告
書

在
中
」
と
明
記
し
、
武
蔵
野
税
務

署
へ
。

※　

受
付
時
間
内
に
武
蔵
野
税
務

署
へ
行
け
な
い
場
合
は
、
税
務

署
正
門
わ
き
の
時
間
外
文
書
収

受
箱
に
提
出
で
き
ま
す
。

〈
公
的
年
金
等
を 

受
給
し
て
い
る
方
へ
〉

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が　

万
円
以
下
で
、
か
つ
、

４００

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
で
あ

２０

る
方
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な

い
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方
は
除
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
場
合
で
も
、
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
に
は
確
定
申

告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
の

方
で
も
、
医
療
費
控
除
、
各
種
保

険
料
控
除
な
ど
を
追
加
す
る
こ
と

で
、
市
・
都
民
税
が
減
額
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

市
・
都
民
税
の
申
告
書
の
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

市
・
都
民
税
の
申
告
が 

必
要
な
方

①　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２９

小
金
井
市
に
住
ん
で
い
る
方

　

市
か
ら
転
出
を
予
定
し
て
い
る

方
も
、
忘
れ
ず
に
小
金
井
市
の
市

民
税
課
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、次
の
方
は
除
き
ま
す
。

▽　

税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申

告
を
す
る
（
し
た
）
方

▽　

１
か
所
か
ら
受
け
る
給
与
収

入
の
み
の
方
で
、
勤
務
先
か
ら

小
金
井
市
に
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

▽　

公
的
年
金
等
収
入
の
み
の
方

で
、
小
金
井
市
に
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
方
（
社
会
保
険
料
や
医
療
費

な
ど
の
諸
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
、
申
告
し
て
く
だ
さ

い
）

▽　

市
内
に
住
ん
で
い
る
方
の
扶

養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方

②　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２９

小
金
井
市
に
住
ん
で
い
な
い
方

で
、
市
内
に
家
屋
敷
、
事
務
所
、

事
業
所
を
有
し
て
い
る
方

　

妻
子
の
み
市
内
に
住
ん
で
い
る

単
身
赴
任
者
な
ど
の
場
合
は
、
家

屋
敷
課
税
に
な
り
ま
す
の
で
、
申

告
が
必
要
で
す
。

 　

平
成　

年
中
に
所
得
が
な
か
っ

２８

所
得
が
な
か
っ
た
方
も 

申
告
を

た
方
も
、
非
課
税
証
明
書
の
発
行

や
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
す
る

た
め
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

　

申
告
書
用
紙
下
部
に
あ
る
「
３

そ
の
他
（
収
入
・
所
得
の
な
か
っ

た
方
）
」
の
該
当
す
る
と
こ
ろ
に

記
入
し
て
、
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。臨

時
窓
口
を
開
設

　

市
で
は
、
申
告
期
間
中
に
臨
時

窓
口
を
開
設
し
、
市
・
都
民
税
申

告
書
の
受
け
付
け
お
よ
び
市
・
都

民
税
の
申
告
相
談
、
申
告
書
用
紙

の
配
布
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
臨
時
窓
口
で
は
、
電
話

で
の
お
問
い
合
わ
せ
等
は
お
受
け

で
き
ま
せ
ん
。

と　

き　

２
月　

日
～
３
月　

日

１９

１２

の
毎
週
日
曜
日
午
前
９
時
～
午
後

１
時

と
こ
ろ　

市
民
税
課
窓
口
（
市
役

所
第
二
庁
舎
３
階
）

 
①　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
方

　

平
成　

年
中
の
所
得
金
額
の
合

２８

計
額
が
、
所
得
控
除
の
合
計
額
を

超
え
て
い
る
方

②　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

▽　

給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超

え
て
い
る
方

▽　

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外

の
所
得
の
合
計
が　

万
円
を
超

２０

え
て
い
る
方

▽　

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

③　

株
式
や
不
動
産
の
譲
渡
が
あ

っ
た
方

確
定
申
告
が
必
要
な
方
の 

代
表
的
な
例

 　

次
の
よ
う
な
場
合
に
、
確
定
申

告
を
す
る
と
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

添
付
す
る
書
類
が
そ
れ
ぞ
れ
必

要
で
す
。

　

申
告
の
方
法
に
つ
い
て
、
詳
し

く
は
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▽　

一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム

を
、
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得
（
増

改
築
）
し
た
場
合

▽　

原
則
と
し
て　

万
円
超
の
医

１０

療
費
を
負
担
し
た
場
合

▽　

年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就

職
し
て
い
な
い
場
合

確
定
申
告
を
す
る
と 

税
金
が
還
付
さ
れ
る
方

 　

税
務
署
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ

る
申
告
書
作
成
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

tt

p
://w
w
w
.n
ta.go

.jp
/

）
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成

し
た
申
告
書
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

し
て
郵
送
等
で
税
務
署
に
提
出
で

き
ま
す
。
ま
た
、
申
告
書
等
の
様

式
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

 　

税
務
署
で
は
申
告
書
作
成
会
場

を
開
設
し
、
申
告
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
駐
車
場
は
３
月　

日
ま

１５

で
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で 

確
定
申
告
書
が
作
成
で
き 

ま
す

確
定
申
告
書
作
成
会
場
の 

開
設

「
税
制
改
正
等
の
お
知
ら
せ
」「
市
・
都
民
税
の
申
告
Ｑ
＆
Ａ
」
は
２
面
に
掲
載
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2 月16日木〜 
　3 月15日水

市
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
へ

申
告
期
間
中
の
月
曜
～
金
曜
日
午
前
８
時　

分
～

３０

午
後
５
時
お
よ
び
臨
時
窓
口

受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
へ

月
曜
～
金
曜
日
お
よ
び
２
月　

日
（
日
）、

１９

　

日
（
日
）
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時

２６

相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談

　

市
・
都
民
税
の
申
告
は
市
の
市
民
税
課
で
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
（
以
下
所
得
税
）
の
確
定
申
告
は
武
蔵
野
税
務
署
で
、

そ
れ
ぞ
れ
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
申
告
受
付
期
間
中
に
限
り
、
記

入
済
み
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
市
の
市
民
税
課
で
も
お
預
か
り
で

き
ま
す
。

　

例
年
、
３
月
に
入
る
と
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の

申
告
を
お
勧
め
し
ま
す
。
な
お
、
今
回
の
申
告
か
ら
個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が
始
ま
り
ま
す
。

問
合
先

▽　

市
・
都
民
税
＝
市
民
税
課
市
民
税
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所

１８４

不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
１
９
）

０４２

３８７

▽　

所
得
税
＝
武
蔵
野
税
務
署
（
〒　

儿
８
５
２
２
武
蔵
野
市
吉
祥

１８０

寺
本
町
３
儿　

儿
１
☎
０
４
２
２
儿　

儿
１
３
１
１
）

２７

５３

申
告
共
通
事
項

市
・
都
民
税
、
所
得
税


